
（
参
考
）
税
理
士
法
の
新
旧
対
照
表
（
抄
） 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

 

（
試
験
科
目
の
一
部
の
免
除
等
） 

第
七
条 

税
理
士
試
験
に
お
い
て
試
験
科
目
の
う
ち
の
一
部
の
科
目
に
つ
い
て
政
令

で
定
め
る
基
準
以
上
の
成
績
を
得
た
者
に
対
し
て
は
、
そ
の
申
請
に
よ
り
、
そ
の

後
に
行
わ
れ
る
税
理
士
試
験
に
お
い
て
当
該
科
目
の
試
験
を
免
除
す
る
。 

２ 

税
法
に
属
す
る
科
目
そ
の
他
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
こ
の
項
及
び
次

条
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
「
税
法
に
属
す
る
科
目
等
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
研

究
に
よ
り
修
士
の
学
位
（
学
校
教
育
法
第
六
十
八
条
の
二
に
規
定
す
る
学
位
を
い

う
。
次
項
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。）
を
授
与
さ
れ
た
者
で
税
理
士
試
験

に
お
い
て
税
法
に
属
す
る
科
目
の
い
ず
れ
か
一
科
目
に
つ
い
て
政
令
で
定
め
る
基

準
以
上
の
成
績
を
得
た
者
が
、
当
該
研
究
が
税
法
に
属
す
る
科
目
等
に
関
す
る
も

の
で
あ
る
と
の
国
税
審
議
会
の
認
定
を
受
け
た
場
合
に
は
、
試
験
科
目
の
う
ち
の

当
該
一
科
目
以
外
の
税
法
に
属
す
る
科
目
に
つ
い
て
、
前
項
に
規
定
す
る
政
令
で

定
め
る
基
準
以
上
の
成
績
を
得
た
も
の
と
み
な
す
。 

３ 

会
計
学
に
属
す
る
科
目
そ
の
他
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
こ
の
項
及
び

次
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
「
会
計
学
に
属
す
る
科
目
等
」
と
い
う
。）
に
関
す

る
研
究
に
よ
り
修
士
の
学
位
を
授
与
さ
れ
た
者
で
税
理
士
試
験
に
お
い
て
会
計
学

に
属
す
る
科
目
の
い
ず
れ
か
一
科
目
に
つ
い
て
政
令
で
定
め
る
基
準
以
上
の
成
績

を
得
た
者
が
、
当
該
研
究
が
会
計
学
に
属
す
る
科
目
等
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
と

の
国
税
審
議
会
の
認
定
を
受
け
た
場
合
に
は
、
試
験
科
目
の
う
ち
の
当
該
一
科
目

以
外
の
会
計
学
に
属
す
る
科
目
に
つ
い
て
、
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る

基
準
以
上
の
成
績
を
得
た
も
の
と
み
な
す
。 

 

 

（
試
験
科
目
の
一
部
の
免
除
） 

第
七
条 

同 

上 

                   



 

（
違
法
行
為
等
に
つ
い
て
の
処
分
） 

第
四
十
八
条
の
二
十 

財
務
大
臣
は
、
税
理
士
法
人
が
こ
の
法
律
若
し
く
は
こ
の
法

律
に
基
づ
く
命
令
に
違
反
し
、
又
は
運
営
が
著
し
く
不
当
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は

、
そ
の
税
理
士
法
人
に
対
し
、
戒
告
し
、
若
し
く
は
一
年
以
内
の
期
間
を
定
め
て

業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
じ
、
又
は
解
散
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き

る
。 

２ 

第
四
十
七
条
及
び
第
四
十
八
条
の
規
定
は
、
前
項
の
処
分
に
つ
い
て
準
用
す
る

。 

３ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
の
手
続
に
付
さ
れ
た
税
理
士
法
人
は
、
清
算
が
結

了
し
た
後
に
お
い
て
も
、
こ
の
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
手
続
が
結

了
す
る
ま
で
、
な
お
存
続
す
る
も
の
と
み
な
す
。 

４ 

第
一
項
の
規
定
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
税
理
士
法
人
を
処
分
す
る
場
合
に
お

い
て
、
当
該
税
理
士
法
人
の
社
員
等
に
つ
き
第
四
十
五
条
又
は
第
四
十
六
条
に
該

当
す
る
事
実
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
社
員
等
で
あ
る
税
理
士
に
対
し
、
懲
戒
処
分

を
併
せ
て
行
う
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
と
解
し
て
は
な
ら
な
い
。 

 

    

 


